
      小売参入全面自由化に伴う電気事業類型の見直し

 小売参入全面自由化により、「一般電気事業」や「特定規模電気事業」といった区別が
なくなることから、発電事業、送配電事業、小売電気事業ごとに、それぞれ必要な規制を
課す。（発電事業は届出制、送配電事業は許可制、小売電気事業は登録制とする。）

現行制度（部分自由化） 小売参入全面自由化後

一般電気事業者
（１０電力）

「一般の需要」への供給を行う。
 家庭等の規制部門への供給は、
供給義務・地域独占・料金規制
（総括原価方式：認可制）

 自由化された大口需要（「特定
規模需要」）への供給を行う。

 一般電気事業者・特定規模電気
事業者への供給を行う。

公的ｲﾝﾌﾗたる送
配電網を運営

地域独占・料金
規制（総括原価
方式等：認可制）

特定規模電気
事業者
（新電力）

卸電気事業者、
卸供給事業者等

発電事業

発電事業 小売電気事業

３事業を兼業（現行の体制と同様）

送配電事業

【届出制】 【許可制】 【登録制】

 ｲｺｰﾙﾌｯﾃｨﾝｸﾞの
ため一律規制

「一般の需要」
（全需要家）に
自由に供給

供給力確保義務

 ｲｺｰﾙﾌｯﾃｨﾝｸﾞの
ため一律規制

発電事業

小売電気事業
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